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■定員のある募集記事で特に記載のない場合、申し込みは 9 月 1 日から　

　先着順で受け付けます。対象は、市民または市内に勤務している人です。

付加年金制度

　毎月の国民年金保険料に付加保険料

を合わせて納めると、老齢基礎年金受

給時に付加年金額が上乗せされます。

　付加保険料の納付は、申し込みをし

た月からとなり、納期限は翌月の末日

です。1 年間で受け取る付加年金額（受

取額）は、200 円に納付月数を掛けた

額になります。申込方法など詳しくは

お問い合わせください。

付加保険料（支払額）　月額 400 円

申込場所　古川年金事務所、市民課、各

総合支所市民福祉課市民窓口担当

問　古川年金事務所　 23-1200

　　市民課年金係　　 23-6079

臨時福祉給付金の支給

　9 月上旬に対象と思われる人へ申請

書を送付します。同封の返信用封筒で

返送するか、受付窓口で手続きをして

ください。今年度は臨時福祉給付金と

子育て世帯臨時特例給付金のどちらの

要件にも該当する人は、両方受け取る

ことができます。

　詳細は広報おおさき 9 月号と一緒

に配布するパンフレットで確認してく

ださい。

受付開始日　9 月 14 日から

対象　平成 27 年 1 月 1 日時点で大崎

市の住民基本台帳に登録されている人

で、平成 27 年度分の市民税が課税さ

れていない人

※対象者を扶養している人が課税され

ている場合や生活保護制度の被保護

者などの場合は対象外です。

支給額　1 人につき 6,000 円

※電話で課税状況などの問い合わせに

答えることはできません。

※給付金を装った振り込め詐欺や個人

情報詐欺に注意してください。

問　社会福祉課（臨時福祉給付金専用

ダイヤル）　 23-6410

市営住宅入居者募集

　申込者多数の場合は抽選を行いま

す。入居には資格要件がありますので、

詳しくはお問い合わせください。

受付期間　9 月 1 日～9 日

申込　申込用紙は建築住宅課または各

総合支所地域振興課で配布

■市営住宅

住宅名 家賃月額（円） 間取り 戸数

古川若葉町 8,600～17,500 3K 2

古川駅南 13,500～26,500 3K 1

松山駅前 18,500～36,300 3LDK 1

三本木
南谷地

10,600～20,800 3K 1

岩出山
下野目

18,800～37,000 3DK 1

田尻春日 8,700～15,400 3DK 1

※浴槽・風呂釜が備えられていない住

　宅もありますので、あらかじめご了

　承ください。

■松山定住促進住宅

家賃月額 入居人数 間取り 戸数

20,000 円 1 人以上 2DK 1

25,000 円 2 人以上 3DK 2

※住宅は 5 階建てで、エレベーター

　はありません。

※駐車場は隣接の市営有料駐車場です。

　（月額 2,100 円、台数制限あり）

問　建築住宅課住宅管理係　 23-8054

　　または各総合支所地域振興課

自衛官募集案内

　試験日時や出願手続きなど、詳しく

はお問い合わせください。

募集種目 受付期間

防衛大学校学生
（総合選抜、推薦）

9 月 5 日～
9 月 9 日

防衛大学校学生（前期）
防衛医科大学校学生

（医学科、看護学科）

9 月 5 日～
9 月 30 日

応募資格　平成 28 年 4 月 1 日現在、

高等学校などの卒業者（見込みを含む）

で、日本国籍を有する 21 歳未満の人

※防衛大学校学生（総合選抜）は、合格

した場合の入校を確約できる人

問　自衛隊宮城地方協力本部大崎地域

事務所　 23-1178

古川軽トラ我
が ら く た

楽多市場
出店者募集　　　　　

　野菜や果物、海産物、地場産品、食

料品、手工芸品などの出店者を募集し

ます。

日時　10 月 11 日　10 時～14 時

場所　市役所本庁舎前広場

定員　55 小間まで

出店料　１小間 2,000 円

申込期限　9 月 18 日まで

申込方法　まちづくり推進課、各総合

支所地域振興課に備え付けの用紙に記

入し、ファクスか郵送で申し込み

問　古川まちづくり協議会事務局（まち

　　づくり推進課内）

　　〒 989-6188　古川七日町 1-1

 23-5069　 23-2427

健康と福祉のつどい
参加団体募集　　　

期日　10 月 17 日または 18 日

場所　古川保健福祉プラザ（fプラザ）

内容　体を動かすことを内容とした

15 分程度の発表

定員　4 団体程度

料金　発表の経費は参加団体で負担

申込　9 月 11 日まで電話で申し込み

問　健康推進課保健・地域医療担当

 23-5311

指定管理者を　
募集しています

　応募資格・申込方法などは、市ウェ

ブサイトで確認するか、お問い合わせ

ください。

募集期間　9 月 30 日まで

施設名　旧千葉家住宅（凛菜・上の家）

指定管理期間　平成 28 年 4 月 1 日～

平成 33 年 3 月 31 日（５年間）

申込先　岩出山総合支所地域振興課

問　岩出山総合支所地域振興課

 72-1215

カルガモ・カラスの捕獲

　農作物への被害を防ぐため、カルガ

モやカラスを銃器により捕獲します。

期日　9 月 9 日・10 日

場所　市街地、特定猟具使用禁止区域

（銃）を除く市内全域

問　農林振興課林政係・畜産係

　 23-7090

川渡大橋の重量規制

　川渡大橋の老朽化により、施設の保

全と通行の安全確保のため、重量規制

を行います。 

規制期間　10 月 1 日から当面の間

規制区間　川渡大橋区間

規制内容　車両総重量 16 トンを超え

る車両通行止め

※歩行者、車両総重量 16 トンを超え

ない車両は通行できます。

問　建設課道路建設係　 23-2435

　　鳴子総合支所地域振興課

　 82-2026

里親になりませんか

　里親とは、様々な理由から親と一緒

に暮らすことができない子どもを自ら

の家庭に迎え入れ、温かい雰囲気の中、

愛情と真心を持って育ててくれる人の

ことをいいます。

　実際に子どもを預かる期間は数日か

ら数年まで様々で、児童養護施設など

に入所している子どもを夏休みや冬休

みの間の数日間だけ預かることもあり

ます。関心のある人はお問い合わせく

ださい。

問　子育て支援課子ども家庭相談係

　 23-6048

　　県北部児童相談所　 22-0030

老人週間と敬老会

　9 月 15 日～21 日は老人週間

です。各地で多くの敬老会が開催され

ますので、対象となる人は、詳細を各

地域の町内会・行政区などに確認して、

ぜひ参加してください。

　長い間社会のために尽くしてきた高

齢者を敬い、長寿を祝うとともに、高齢

者福祉への関心と理解を深めましょう。

問　高齢介護課高齢福祉係　 23-6085

　　または各総合支所市民福祉課

9月は廃棄物不法投棄防止
強化月間です　　　　　　

　わたしたちの生活環境を破壊する不

法投棄が後を絶ちません。不法投棄は

法律で禁止されており、違反をした場

合には懲役または罰金刑に処されるこ

とがあります。

　不法投棄は「しない」「させない」「許

さない」という意識を持ち、不法投棄

を根絶しましょう。

問　環境保全課廃棄物対策担当　

 23-6074

電気柵の適切な設置を
お願いします　　　　

　7 月に静岡県で電気柵による死亡事

故が発生しました。鳥獣の農作物被害

防止や放牧のために電気柵を設置して

いる人や今後設置する予定の人は、適

切な設置・管理をお願いします。また、

危険を知らせる表示板を必ず設置して

ください。

　市民の皆さんは、電気柵に近づかな

いよう、注意してください。

問　農林振興課林政係・畜産係

　 23-7090

エレベーター利用上の注意

　7 月に埼玉県内の中学校で、生徒が

持っていた靴袋のひもが、扉に挟まれ

た状態でエレベーターが下降し、指が

切断されるという事故が発生しまし

た。

　同様の事故は過去にも発生してお

り、飼い犬のリードやなわとびなど、

細いひも状のものがエレベーターの扉

に挟まると、重大な事故を招くという

危険性が指摘されています。

　このような事故を未然に防ぐため

に、エレベーターを利用する際は十分

に注意してください。

エレベーター利用上の注意事項

扉が閉まる前の無理な駆け込みはし

ない　ペットと一緒に利用する際は

なるべく抱える　ひも状のものは束

ねて短く持つ　など

問　建築住宅課建築指導係　 23-8057

大規模小売店舗立地法に
基づく縦覧　　　　　　

　薬王堂宮城鹿島台店の変更届け出提

出に伴う縦覧を行います。

期間　11 月 17 日まで　

時間　8 時 30 分～17 時 15 分

場所　鹿島台総合支所地域振興課

変更内容　大規模小売店舗で小売業

を行う者の住所、開店時刻、閉店時刻

来客が駐車場を利用できる時間帯

問　鹿島台総合支所地域振興課

　 56-5520

大崎市アグリビジネス創出
整備支援事業（追加募集）　

　農業者の農産加工施設や農家レスト

ランなどの整備に支援を行います。詳

しい内容や申し込み方法などは、お問

い合わせください。

補助対象経費　農産加工施設や農家レ

ストランなどの改修や整備、製造や製

品に係る機械などの導入経費（事務用

備品、冷暖房設備は除く）

補助率　補助対象経費の 1/2 以内

補助金上限額　1,500,000 円（農家レス

トランなどの施設整備は 5,000,000 円）

申込　9 月 1 日から農林振興課また

は各総合支所地域振興課へ申し込み

問　農林振興課農業経営係　 23-7090

納税は口座振替が便利です。取扱金融

機関の窓口で簡単に手続きができます。

　　納税課収納担当　 23-5148

今月の納税
納期限　平成 27 年 9 月 30 日

■固定資産税・都市計画税・第 3 期
■国民健康保険税・・・・・第 5 期
■介護保険料・・・・・・・第 5 期
■後期高齢者医療保険料・・第 3 期


